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第
二
千
八
百
七
十
八
号　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日　

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年　

一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
五
一

月 曜 日

第
二
千
八
百
七
十
八
号

　

平
成
三
十
一
年

四
月
二
十
二
日　

山
梨
県
公
報

　
　
　
　
　
　

目　
　
　

次

　
　
　
　

告　
　
　

示

○
救
急
病
院
等
の
認
定	

一
五
一

○
道
路
の
区
域
変
更	

一
五
一

○
道
路
の
供
用
開
始	

一
五
一

○
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定	

一
五
一

　
　
　
　

公　
　
　

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請	

一
五
二

○
収
去
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要	

一
五
二

○
基
本
測
量
の
終
了	

一
五
四

○
基
本
測
量
の
実
施	

一
五
四

　
　
　
　
　
　

告　
　
　

示

山
梨
県
告
示
第
百
十
三
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

所
在
地

山
梨
県
立
中
央
病
院

甲
府
市
富
士
見
一
丁
目
一
番
一
号

二　

	

認
定
期
限　

平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日

山
梨
県
告
示
第
百
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
五
月
十
三
日
ま

で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

高
畑
谷
村
停
車
場
線

三　

道
路
の
区
域

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

旧
新

の
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

都
留
市
下
谷
字
宮
の
腰
二
八
四
五
番
三
地
先
か
ら

都
留
市
下
谷
字
宮
の
腰
二
八
四
三
番
一
地
先
ま
で

旧

九
・
三
〜

一
三
・
一

二
六
・
七

新

九
・
三
〜
四
四
・
四

二
六
・
七

山
梨
県
告
示
第
百
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建

設
事
務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
五
月
十
三
日
ま

で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

道
路
の

種
類

路　

線　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

高
畑
谷
村
停

車
場
線

都
留
市
下
谷
字
宮
の
腰
二
八
四
五

番
三
地
先
か
ら

都
留
市
つ
る
五
丁
目
八
二
七
番
一

地
先
ま
で

一
三
五
・
一

平
成
三
十
一

年
四
月
二
十

二
日

山
梨
県
告
示
第
百
十
六
号

　

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
十
七
号
）第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

山
梨
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
七
十
八
号　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
二
日

一
五
二

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

売
り
さ
ば
き
場
所

住　
　
　
　

所

氏　
　

名

指　

定　

年　

月　

日

甲
府
市
相
生
二
丁
目

十
七
番
一
号
甲
府
市

南
庁
舎
二
号
館
二
階

甲
府
市
相
生
二
丁
目

十
七
番
一
号

甲
府
市
食
品
衛

生
協
会　

会
長

　

石
川
治

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

　
　
　
　
　
　

公　
　
　

告

◉　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
山
梨
県
県

民
情
報
セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	
長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　

平
成
三
十
一
年
四
月
十
日

二	　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　

1　

名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
憩
山
会

　

2
	　

代
表
者
の
氏
名　

天
野
早
百
合

　

3
	　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　

山
梨
県
南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
千
五
十
二
番
地
の
一

　

4　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

㈠	　

こ
の
法
人
は
、
高
齢
化
す
る
地
域
社
会
で
、
高
齢
者
を
中
心
と
し
た
地
域
住
民
に
対
し
、
日

常
生
活
を
送
る
の
に
困
難
な
者
ま
た
は
そ
れ
ら
に
携
わ
る
人
た
ち
の
生
活
が
円
滑
に
行
え
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
短
期
入
所
生
活
介
護
の
場
と
各
種
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン

ト
の
場
を
提
供
し
支
援
及
び
介
護
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

　
　

㈡	　

障
が
い
児
・
者
に
対
し
て
、
権
利
擁
護
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域

福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三　

縦
覧
期
間　

平
成
三
十
一
年
四
月
十
五
日
か
ら
同
年
五
月
十
五
日
ま
で

◉　

収
去
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要

　

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第

五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
一
年
二
月
に
検
査
し
た
収
去
飼
料
の
試
験
結
果
の
概
要

を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎



山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
七
十
八
号　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
二
日

一
五
三

同 Ｊ
Ａ
東
日
本
く
み
あ
い
飼
料
株

式
会
社
清
水
工
場

静
岡
県
静
岡
市
清
水
区
清
開
三

丁
目

同 中
部
飼
料
株
式
会
社
知
多
工
場

愛
知
県
知
多
市
北
浜
町

清
水
港
飼
料
株
式
会
社
清
水
工

場静
岡
県
静
岡
市
清
水
区
幸
町

フ
ィ
ー

ド
・
ワ
ン
株
式
会
社
名

古
屋
工
場

愛
知
県
名
古
屋
市
港
区
船
見
町

同 Ｊ
Ａ
東
日
本
く
み
あ
い
飼
料

山
梨
営
業
所

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
下
高

砂 同 三
階
屋
株
式
会
社

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
在
家

塚 同 ク
レ
イ
ン
農
業
協
同
組
合
富

士
豊
茂
支
店

山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口

湖
町
富
士
ケ
嶺

同 同 同 同 同 平
成
三
十
一

年
一
月

二
一
・
二

一
六
・
〇

一
八
・
五

一
三
・
二

一
五
・
五

一
七
・
二

粗
た
ん
白
質

（

％
）

二
・
八

三
・
二

七
・
一

三
・
六

四
・
一

八
・
二

粗
脂
肪

（

％
）

六
・
九

六
・
四

二
・
八

三
・
四

六
・
三

五
・
六

粗
繊
維

（

％
）

六
・
七

四
・
九

四
・
〇

三
・
八

四
・
八

五
・
〇

粗
灰
分

（

％
）

一
・
一
〇

〇
・
四
五

〇
・
八
四

〇
・
六
八

〇
・
六
三

〇
・
六
六

カ
ル
シ
ウ
ム

（

％
）

〇
・
六
二

〇
・
五
五

〇
・
五
二

〇
・
五
一

〇
・
四
一

〇
・
四
九

り
ん

（

％
）

備
考

注
　
試
験
結
果
の
概
要
は
、

個
別
検
査
項
目
別
に
分
析
結
果
を
示
し
、

表
示
成
分
量
に
対
し
て
過
不
足
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、

備
考
欄
に
当
該
成
分
の
過
不
足
量
（

絶
対
量
）

を
示
す
。

製
造
事
業
場
所
等
の

名
称
及
び
所
在
地

ポ
ー

ク
Ｅ
Ｍ
Ｅ

栄

養

成

分

に

関

す

る

検

査

収
去
の
場
所

極
上
肉
牛
Ｍ

さ
わ
や
か
仕
上

平
見
城
肉
牛
育
成
用
パ

ワ
ー

ま
る
ス
印
乳
牛
用
配
合

飼
料
乳
配
１
５

フ
ィ
ー

ド
・
ワ
ン
あ
ん

ぷ
す
1
7

飼
料
の
名
称

製
造

（

輸
入
）

年
月

試

験

結

果

の

概

要



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
報　
　

第
二
千
八
百
七
十
八
号　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
二
日

一
五
四

◉　

基
本
測
量
の
終
了

　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
地
理
院
の

長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
の
実
施
を
終
わ
っ
た
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

測
量
の
種
類　

基
本
測
量
（
湖
沼
調
査
）

二　

測
量
の
地
域　

精
進
湖
及
び
河
口
湖

三　

測
量
の
期
間　

平
成
三
十
年
五
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

◉　

基
本
測
量
の
実
施

　

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
地
理
院
の

長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
四
月
二
十
二
日

	

山
梨
県
知
事	

長　
　

崎　
　

幸
太
郎

一	　

測
量
の
種
類　

基
本
測
量
（
湖
沼
調
査
）

二　

測
量
の
地
域　

山
中
湖
及
び
本
栖
湖

三　

測
量
の
期
間　

平
成
三
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で


